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１．はじめに 

一般国道 470 号能越自動車道は、石川県輪島

市を起点とし、七尾市、富山県高岡市を経由し

て砺波市に至る延長約 100km の高規格幹線道路

である。そのうち、田鶴浜 IC から七尾 IC（仮

称）間（延長約 7km）については能越自動車道

全線の中で唯一ルートが決まっていない区間

（図－１）であり、沿線市町村より早期のルー

ト決定と事業着手が要望されている。しかし、

今日の道路整備に関する社会情勢は、国の財政

事情の悪化という厳しい状況におかれているだ

けでなく、時に役所が一方的に計画を確定する

住民不在の公共事業として批判され、事業を

円滑に進められないことも少なくない。 

本論文では、高規格幹線道路のルート帯を選定するため、事業の構想段階から地域

住民への情報公開・提供の努力を行い、PI（public involvement）による地域に根ざ

した社会資本整備を目指した「能越自動車道（田鶴浜～七尾）みちづくり懇談会」の

取り組みについて報告する。 

 

２．ＰＩ導入の背景とこれまでの概要  

近年、日本では高速道路に関する様々な提案や議論が行われている。この原因とし

ては、地域住民の価値観つまり、高規格幹線道路などの広域的かつ根幹的な社会資本

整備に対する人々の意識が多様化していることが挙げられる。このような地域住民の

関心の高まりにより、従来のように行政内部で意志決定し地域住民に技術的な論理を

説明するだけでは、社会的な合意形成を得ることが困難となっている。 
そこで、透明で客観的な意志決定プロセスを推進するため、平成13年11月22日に国

土交通省道路局長より高規格幹線道路等を対象として、構想段階における住民参画の

取り組みを積極的に推進することという通達があった１）。その後、平成15年には公共

事業全体を対象とした住民参加手続きのガイドラインが策定され、同年成立した社会

資本整備重点計画の中には、開かれた計画策定プロセスの実現等が盛り込まれるなど、

住民参画制度が徐々に浸透しつつある。 
また、当該路線は、能越自動車道の中で唯一ルートが決まっていない区間であると

ともに、平成16年10月に合併する新「七尾市」にとって東西を結ぶ幹線道路となるた

め、地域住民にとってそのルート選定はとりわけ関心が高い。 

図－１ 能越自動車道（田鶴浜～七尾）位置図 



これらの背景から、構想段階にある高規格幹線道路、能越自動車道（田鶴浜～七尾）

区間のルート帯の選定にあたり、PIを導入するべきと判断し、懇談会等を開催した。 

平成15年10月～平成16年6月の間に延べ700人以上の地域住民が参加して合計6回の

みちづくり懇談会、15回のワーキンググループを開催し、ルート帯案の比較検討を進

めた。 
 

３．方法 

3.1 検討対象 

PIを実施する道路の構想段階では、地域的な利害調整が論点となることを避け、

公益的な視点からの必要性に論点を絞り議論を進めることが重要である。そこで、

本懇談会では、当該区間を結ぶ幅を持たせた概ねのルート帯について議論することと

した。これにより、私権を制限・特定するほどの詳細な計画精度には至っていない

ため、効率的に話し合いを進めることができた。 

3.2 検討体制（図－２） 

まず、地域住民が自由に参加し意見・要望を発言することができ、地域住民同士

が互いに話し合いをしながらルート帯案を絞り込んでいく場として、「みちづくり懇談

会」を設置した。この PI で最も重要な組織と位置づけており、参加資格は特に設定

せず、興味関心のある方々が自由に会場へ足を運んだ。 
次に、みちづくり懇談会で発言のあった意見・要望を集約・調整し懇談会へ提案

とともにするとともに、地域の意見とりまとめ・働きかけを行う組織として「ワーキ

ンググループ（ＷＧ）」を設けた。そのメンバーは、地域に詳しいことはもちろん、そ

れぞれの立場を越えた公平中立な議論を行うことができる者とし、人選は地元七尾

市及び田鶴浜町に依頼して、合計８名の住民の代表者を選定した。 
これらの組織に対し、行政である国（金

沢河川国道事務所）や地方自治体（石川県・

七尾市・田鶴浜町・中島町）は事務局とし

て、主に懇談会やＷＧの判断材料となる

情報提供・資料作成等、技術的サポートを

行った。 

3.3 議論するための条件について  

当該路線は第 1 種 3 級 B 規格の自動車専用道路であることから、設計速度 80km/h
とし、車線数は予測される計画交通量から当面２車線とした。また、採算性の観点

から当該路線は無料の可能性があることも示した。コントロールポイントとして、

地形・地質、河川、土地利用、観光、公共施設、他の道路網、自然環境、埋蔵文化

財を事前に地図上に表記し、これらを考慮したルート帯案とすることとした。また、

当該道路を整備しないことも案としてあり得ることを含めて議論を行った。 
PIプロセスの効率性を高めるためには、時間的な管理つまり、実施期間の目安を

定めることが重要である。我が国のPI実施事例及び実施状況を参考にすると、概ね

図－２ みちづくり懇談会の検討体制 



半年から1年間を目安とすることが適当であるとされている１）。本懇談会では平成15

年10月に第1回を開催し、平成16年6月までにPIによるルート帯案絞り込みを実施す

ることを目標とした。 

 

４．結果 

4.1 地域住民の参加状況 

  懇談会の参加人数は実施回数毎に増加し、全6回で延べ700人以上の地域住民が参

加した。PI対象範囲は、主に沿線住民である七尾市及び田鶴浜町全域としたが、両

市町以外に隣接する中島町や能登島町、志賀町、富来町、加賀地方より金沢市、野々

市町からの参加も見られた。また、参加者の履歴を見ると、毎回の懇談会参加者の

うち約6割が初めての参加であり、それに対する配慮として、必ず懇談会の最初にこ

れまでのおさらいを行うこととした。さらに、常に多くの集客を意識しながら、①

記者発表、②新聞折込み、③市町広報誌掲載と折込み、④事務所ＨＰ、⑤ラジオ番

組での紹介、⑥役場ロビーでの掲示、⑦ルート帯案沿線町会におけるタウンミーテ

ィング等を開催し、検討の進捗状況を適宜周知した。 

4.2 懇談会の流れ（図-３） 

第１回懇談会では、PIの説明と本懇談会の進め方について説明を行った。第2回懇

談会では、参加者を9ｸﾞﾙｰﾌﾟに分けワークショップ形式で議論を進めた結果、全部で

6つのルート帯案が提案された。参加者全員が自らマジックを手に持ち航空写真にル

ートを描くことで、まさに地域住民が提案したルート帯案と位置づけることができ

た。これは、行政側から複数案を提示し議論を進める場合に比べ、公平・公正なル

ート帯案であることの担保となり、滞りない議論を実施する助けとなった。その後、

第３・４回懇談会では、①田鶴浜と七尾の2つのＩＣの間をほぼ最短で結ぶ案（Ａ案）

と、②国道249号バイパスを活用する案（Ｃ案）の2案に絞り込まれた。そして、第

５・６回懇談会において、ＷＧが懇談会でルート帯案が１つに絞り込まれるよう働

きかけを行った結果、『地域の発展と能登の自然にやさしいみちづくり』『観光地に

近くゆったり』をキーワードに、地域住民の総意としてＣ案に絞り込まれた（図－

４）。 

図－４ 第６回懇談会で絞り込まれたルート案 図－３ みちづくり懇談会の流れ 



５．考察及びまとめ 

平成15年5月2日に本省より「地域高規格道路」に対して現道活用を可能とする構造

要件の緩和（ローカルルール）に関する通達があった２）。高規格幹線道路である能越

自動車道（田鶴浜～七尾）においても、現道（国道249号バイパス）を活用するよう地

域住民が提案することとなった。既存ストックを活用し整備コストを縮減することは、

事業の早期完成・投資回収の迅速化を図るとともに、その時点でのキャッシュフロー

の確保、他事業への投資機会の創出へとつながる３）ことになる。 

本懇談会は、行政側より複数のルート帯案を提示するのではなく、ワークショップ

形式を採用し参加者自らが複数のルート帯案を描き、その後、比較・検討を行ってい

る。このように、懇談会の会場で参加者に行動する幅を持たせることは、計画の構想

段階に自分の意見が反映されたと感じることができ、参加する甲斐があるものとなる。

すると、その後の議論は地域住民同士で互いに切磋琢磨することとなり、必然的に、

個人的な希望・要望は通用せず、将来の地域に望ましいみちづくりへと論点が絞られ

る。 
また、一般的な PI プロセスでは、進め方や公表情報に関する助言・評価を実施し公

平さを保つ観点から学識経験者等からなる第三者機関を設置し、座長を中心に議論を

進める場合が多い。本懇談会では、第三者機関を設置せず、司会業を専門とする者が

議事進行を行った（図－５）。これにより、①親しみやすい口調・表情から会場の和や

かな雰囲気作り・集客に貢献するとともに、②学識経験者でないた

め最終判断を地域住民に委ね、円滑な議事進行に徹することができ

た。また、③アナウンサー業を活用しラジオによる効果的な広報を

実施することができた。本来、学識経験者には、議論が混沌とし客

観的な見方ができなくなった場合に指導・助言を頂くべきである。

今回のように、住民代表である WG が主体となり懇談会をとりまと

め、事務局が適切な判断材料と自由な発言の場を提供することで、

地域住民自らが考え地域に根ざした効果的な社会資本整備へと結

びつけることができると考える。 
 

６．あとがき 

PI において最も留意すべき課題の１つとしては、PI 運営側が地域住民の総意が１つ

にまとまったと状況判断する難しさが挙げられる。また、本件のように供用済みの一

般国道を高規格幹線道路へと再整備するなど、PI の結果、従来の道路計画では例のな

い独創的な案が提案された場合でも、行政側が地域住民の意見を尊重し、実現の可能

性を探り先進的な事例として鋭意努力することが重要である。 
 

７．参考文献 
1) 屋井鉄雄・前川秀和(2004)市民参画の道づくり-ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞﾒﾝﾄ(PI)ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ-. 

2) （社）日本道路協会(2004)「道路構造令の解説と運用」に関する地区講習会. 19-29. 

3) 中前茂之(2004)道路行政ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄへ向けた金沢河川国道事務所の取り組み.道路行政ｾﾐﾅｰ. 14, 10, No.166. 

図－５ 議事を進行する
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